
４
月
１
日
か
ら
予
防
接
種

が
変
わ
り
ま
し
た
！

　

予
防
接
種
法
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
平
成
25
年
４
月
１
日
か
ら
ヒ
ブ

ワ
ク
チ
ン
・
小
児
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク

チ
ン
・
子
宮
頸
が
ん
ワ
ク
チ
ン
の
予

防
接
種
が
、
※
定
期
予
防
接
種
と
な

り
ま
し
た
。
ヒ
ブ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種

間
隔
に
つ
い
て
は
、
変
更
が
あ
り
ま

し
た
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
接
種
を
し
て
い
な
い
方
は
下
記
の
表

を
参
考
に
、早
め
に
接
種
し
ま
し
ょ
う
。

接
種
間
隔
や
対
象
年
齢
を
過
ぎ
る
と
定

期
外
の
予
防
接
種
と
な
り
、
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

※
定
期
予
防
接
種
と
は
、
予
防
接

種
法
に
よ
っ
て
対
象
者
や
接
種

期
間
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

接
種
対
象
者
は
予
防
接
種
を
受

け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
い
け

な
い
予
防
接
種
。

問
健
康
福
祉
課

☎
７
２-

６
９
３
４

予防接種の種類 対　　象 回数 間　　　　　隔

ヒブワクチン

生後２カ月～生後７カ月未満 ４回
初回～３回 ・27～56日の間隔で３回接種

追加 ・３回目接種後、７～13カ月後に接種

生後７カ月～生後 12カ月未満 ３回
初回～２回 ・27～56日の間隔で２回接種

追加 ・２回目接種後、７～13カ月後に接種

生後12カ月（１歳）～５歳未満 １回

小児肺炎球菌
ワクチン

生後２カ月～生後７カ月未満 ４回
初回～３回 ・27日以上の間隔で３回接種

　（３回目は生後12カ月未満までに接種する）

追加 ・３回目接種後、60日以上の間隔で１回接種
　（標準接種期間：生後12カ月～15カ月）

生後７カ月～生後 12カ月未満 ３回
初回～２回 ・27日以上の間隔で２回接種

　（２回目は生後12カ月未満までに接種する）

追加 ・２回目接種後、60日以上の間隔で生後12カ月以降に１回接種

生後12カ月（１歳）～２歳未満 ２回 ・初回接種後から60日以上の間隔で接種

２歳～５歳未満 １回

子宮頸がん
ワクチン

12歳（小学６年生）～
16歳（高校１年生）

 ※16歳で接種する方は年度内に
　 ３回接種が終わらないと残り
　 の回数分は有料になります。

３回

①サーバリックス
※ワクチンの種類によって接種間隔が
　変わります。

・１回目接種後、１カ月後に１回接種（２回目）
・１回目接種後、６カ月後に１回接種（３回目）

②ガーダシル ・１回目接種後、２カ月後に１回接種（２回目）
・１回目接種後、６カ月後に１回接種（３回目）

福
島
県
警
察
官
（
大
卒
程
度
）

を
募
集

　

福
島
県
警
察
で
は
、
平
成
26
年

４
月
１
日
に
採
用
に
応
じ
ら
れ
る

方
を
対
象
と
し
て
、
福
島
県
警
察

官（
大
卒
程
度
）を
募
集
し
ま
す
。

◆
受
験
資
格

　

▼
生
年
月
日

　
　

昭
和
55
年
４
月
２
日
以
降
生

　
　

ま
れ
の
男
女

　

▼
学
歴

　

ア　

大
学（
短
期
大
学
を
除
く
）

　
　
　

を
卒
業
し
た
方
お
よ
び
平

　
　
　

成
26
年
３
月
末
ま
で
に
卒

　
　
　

業
見
込
み
の
方

　

イ　

人
事
委
員
会
が
ア
と
同
等

　
　
　

の
資
格
が
あ
る
と
認
め
た

　
　
　

方

◆
受
験
申
し
込
み
受
付
期
間

　

平
成
25
年
４
月
30
日
㊋
か
ら　

　

平
成
25
年
５
月
31
日
㊎
ま
で

問
田
村
警
察
署
小
野
分
庁
舎

☎
７
２-

２
１
２
１

　■納め忘れのないように、ご確認ください。
　■納期内納入にご協力をお願いします。

町税等納期のご案内

固定資産税（１期）
軽自動車税（全期）

納期限　5月31日㊎
電
波
利
用
環
境
保
護
周
知
啓
発

強
化
月
間
の
お
し
ら
せ

　

６
月
１
日
〜
10
日
は「
電
波
利

用
環
境
保
護
周
知
啓
発
強
化
月

間
」で
す
。

　

不
法
電
波
は
人
命
に
か
か
わ
る

重
要
無
線
通
信
を
妨
害
し
て
、
私

た
ち
の
生
活
を
脅
か
し
ま
す
。

　

電
波
は
ル
ー
ル
を
守
っ
て
正
し

く
使
い
ま
し
ょ
う
。

問
総
務
省
東
北
総
合
通
信
局

☎
０
２
２-

２
２
１-

０
６
４
１
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